令和７年度第４回府中市障害者計画推進協議会議事録（案）

■日時：令和７年１２月１８日（木）午前１０時
■場所：府中市役所おもや４階　第１特別会議室
[bookmark: _Hlk219234711]■出席者：
＜委　員＞
曽根直樹、北條正志、寺澤元一、恩田興一、石川謙一、山口真佐子、
篠田進、中川さゆり、安岡圭子、高橋史、相賀直、吉井康之、
長﨑昌尚、高橋美佳、大村海太
＜事務局＞
福祉保健部長、福祉保健部次長兼高齢者支援課長、障害者福祉課長、
障害者福祉課長補佐、障害者福祉課係長、障害者福祉課主査３名、
障害者福祉課主任、障害者福祉課事務、地域福祉推進課長、
地域福祉推進課長補佐、菅係長
■傍聴者：なし
■議事：
１．前回の会議録について
２．計画策定に係るアンケート調査の結果について　【資料１～資料３】
３．１１圏域グループディスカッションの結果について　　【資料４】
４．自立支援協議会でのアンケート調査の結果について　　　【資料５】
５．障害者施策に関する国等の動向について　　　　　　　　【資料６】
６．その他
■資料：
【事前配付資料】
・令和７年度第３回府中市障害者計画推進協議会会議録
・計画策定に係るアンケート調査資料一式
【当日配付資料】
・次第
・席次表
・※修正版※　令和７年度第３回府中市障害者計画推進協議会会議録（案）
・資料１　府中市障害者計画、障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の概要
・資料２　令和７年度府中市障害者福祉アンケート調査の結果（回収結果）
・資料３　アンケート調査結果の速報（ＧＴ結果記入版）
３－１　調査１　障害のある人の調査
３－２　調査２　子どもの育ちや発達に関する調査
３－３　調査３　障害福祉サービス事業所調査
３－４　障害者福祉団体調査
・資料４　１１圏域グループディスカッションの結果
・資料５　自立支援協議会が実施したアンケート調査
５－１　ＧＨの運営に関するアンケート調査
５－２　ＧＨの生活に関するアンケート調査
５－３　ＧＨのマッチングに関するアンケート調査
・資料６　障害者施策に関する国等の動向について





























議事

■曽根会長
　皆さん、おはようございます。先日のラグビーの結果で府中市民の皆さんがすごく落胆されているかと思いましたが、意外とお元気そうで安心しました。それでは定刻となりましたので第４回府中市障害者計画推進協議会を始めたいと思います。はじめに出席者のご報告をお願いいたします。

■事務局
　本日の委員の出席状況ですが１８名中１３名にご出席いただいており、本協議会規則第４条第２項に規定する定足数を満たし会議が有効に成立しておりますことを報告いたします。また今回につきましても、障害福祉計画（第８期）・障害児福祉計画（第４期）策定に向け業務委託事業者の株式会社生活構造研究所より、半田様と平尾様にも同席いただいております。以上です。

■曽根会長
　ありがとうございました。それでは事務局から資料の確認をお願いいたします。

■事務局
　それでは資料の確認をさせていただきます。まず事前に皆様に送付しております資料が２点ございまして、資料１「前回会議録（案）」、「アンケート調査４種類」となります。その他本日机上に配布しております「次第」、「席次表」、「令和７年度第３回府中市障害者計画推進協議会会議録（案）修正版」、資料１「府中市障害者計画、障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の概要」、資料２「令和７年度府中市障害者福祉アンケート調査の結果（回収結果）」、資料３「アンケート調査結果の速報（ＧＴ結果記入版）」、資料３－１「調査１障害のある人の調査」、資料３－２「調査２子どもの育ちや発達に関する調査」、資料３－３「調査３障害福祉サービス事業所調査」、資料３－４「障害者福祉団体調査」、資料４「１１圏域グループディスカッションの結果」、資料５「自立支援協議会が実施したアンケート調査」、資料５－１「ＧＨの運営に関するアンケート調査」、資料５－２「ＧＨの生活に関するアンケート調査」、資料５－３「ＧＨのマッチングに関するアンケート調査」、資料６「障害者施策に関する国等の動静について」を置かせていただいております。資料の不足等ありましたら事務局までお知らせいただければと思います。以上になります。

■曽根会長
　皆さん資料お手元にありましたでしょうか。今日は傍聴の方についてはいらっしゃらないということでよろしいでしょうか。

■事務局
はい。

■曽根会長
それでは議事に入りたいと思います。

１．前回の会議録について

■曽根会長
　議事の１「前回の会議録について」事務局から説明をお願いします。

■事務局
　資料１「第３回会議の会議録（案）」の修正したものを本日配布しております。８ページ、９ページ、２５ページ、２６ページにおいて、今回修正箇所がありましたことから赤字にて記載をさせていただいております。ご確認いただきましたら所定の手続きの上会議録の公開を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

■曽根会長
　修正内容はいかがでしょうか。はい。寺澤委員。

■寺澤委員
修正ありがとうございます。 修正されたものの３５ページのところ平澤委員になっているので、寺澤に修正をお願いいたします。

■事務局
　そちらも訂正いたします。

■曽根会長
　ほかにいかがでしょうか。恩田委員。

■恩田委員
　今回はいいのですけれども、逐語記録だから致し方ないかなと思うのですけれども、私の喋り方が悪いのかな、私の細かいところ見ると意味不明何言っているのだろうというところが結構あるので、テープ起こしの時に意訳をしていただいて、意味がわかるような記録に今後していただければと少なくとも私はそうしていただきたいと思います。

■曽根会長
　事務局は対応していただけるでしょうか。

■事務局
　そうですね。確認して訂正させていただきます。

■曽根会長
　事務局で修正したものを恩田委員に確認していただくということでよろしいでしょうか。

■恩田委員
　それでよろしくお願いいたします。

■曽根会長
　ではそれで情報公開の手続きの方を進めていただきたいと思います。今後の計画策定がどうなるかということを最初にお伝えいただくと、見通しが立ってありがたいというお話があったので、事務局から説明をお願いします。

■事務局
　今年度の計画協議会につきましては来年２月を予定しております。今回はアンケート調査については速報という形でお示ししておりますので、次回はクロス集計結果や調査のより深い結果をお示し出来ればと思っております。また来年度につきましてはアンケート調査の内容や国や都の動向を踏まえた上で現計画の内容を見直していただきまして、新しい計画の策定に入っていただく予定です。以上です。
■曽根会長
　ありがとうございました。今日皆さんにご報告させていただくアンケート調査の結果は速報値ということで、次回報告書の掲載の形が出てくるということでよろしいでしょうか。皆さんからはアンケート結果の内容で、クロス集計でこういうところを出してほしいといったご意見を今日いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。アンケート調査の結果について事務局から説明をお願いしたいと思いますが、いくつかに分かれているので、全体を通して意見を伺うのか、それとも一つ一つご説明いただいて意見を伺う形がよろしいでしょうか。

■事務局
　資料ごとに区切ってお願い出来ればと思います。

■曽根会長
　資料ごとに区切ってということで進めていきたいと思います 

■事務局
　資料２をご覧ください。調査区分や調査項目につきましては前回会議までにご協議いただいた内容にて今回実施をいたしました。実施期間は１０月３０日から１１月１７日までです。２ページをご覧ください。各種調査の回収数と回収率を記載しております。回収数は返送された調査票の数を指しておりまして、その内内容の記載のない白紙のものを除いた数を有効回答数としております。資料２の説明は以上になります。

■曽根会長
  回収率としてはいいのではないかと思います。一般的な研究事業の回収率は３割あればいいというふうに言われていますので、全体として５割以上なので回収率としてはいいと思います。続きまして資料３－１の説明をお願いいたします。

■事務局
　資料３－１をご覧ください。障害のある人の調査の単純集計結果になります。まず資料の見方について説明させていただきます。１ページ目をご覧ください。一番上のＦ１になりますが回答はそれぞれの質問の回答者数を基にした百分率で示しております。それぞれの質問の回答者数は全体の場合は大文字のＮ、それ以外の場合には小文字のｎと表記しております。ご覧いただいている資料につきましては質問項目の改行後に大文字のＮ＝１，４１３となります。Ｎのあとの数字については母集団の総数が表記されております。続いて２ページＦ６をご覧ください。こちらは質問項目の改行後に小文字のｎ＝６８７とありますが、ここでは小文字ｎ＝のあとの数字につきましては母数から抽出された数で身体障害者手帳をお持ちの方が回答された数ということになっております。続きまして選択肢の末尾記載のパーセンテージをご覧ください。パーセントはそれぞれ小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までを表記しているため回答率を足し合わせると１００％にならないこともありますので、ご承知おきいただきながらご覧ください。今回は調査結果を簡単にご説明いたします。内容が多岐に渡るため、主な章ごとにポイントを整理してお伝えいたします。３ページをご覧ください。住宅についての回答となっておりましてこちらは記載の通りとなっております。続いて、４ページから５ページにかけて日常生活についての質問をしております。問４になりますが、１人で出来ることと介助が必要なことの設問になっておりました。全ての項目について半数以上が1人で出来ると回答しており、その中でも障害福祉サービスについての手続きが５４．８％と１人で出来るというものの中では一番低い数値となっております。また問５－４で将来の不安を設問しておりますが必要な医療を受けられるか、１人で手続きや財産管理が出来るかといった不安が最も多くなっております。次いで日常や緊急時の介助者の有無を不安に感じているという回答が多くなっており、医療アクセスや緊急時の体制整備が求められます。続きまして、６ページから７ページにかけての福祉サービス利用についてです。希望通り利用出来ているという回答の中で相談支援が１５．１％と一番高い数字となっております。一方で利用したくない、わからないという回答を合わせるとほぼ全ての項目で半数以上となっております。またサービスの満足度につきましては満足、やや満足で７割、やや不満、不満を合わせて２割程度となっております。中でも不満の理由としましては希望する曜日や時間帯に使えないが最も多く、サービス支給量が少ない、緊急時に利用出来ない、希望通りの内容でサービスが使えないが、次いで多い結果となっております。このことからサービス内容の利用方法の周知の強化や柔軟な利用時間設定、緊急時の対応の改善が必要であるということが読み取れます。続きまして、８ページから１３ページの就労についての説明をいたします。就労の設問につきましては仕事をしていないと回答した方が４８％となっており、次いで一般就労が１８．５％となっております。仕事をする上での不安としましては収入が少ないが４割となっており、次いで通勤や仕事の大変さが多い回答となっております。また働く上で希望することとして最も多い回答が自分の家の近くに働く場所があることとなっており、ほとんど同数で健康状態に合わせた働き方が出来ることも上位の数字となっております。健康状態に応じた柔軟な勤務形態の拡充が求められていることが読み取れます。続きまして、介護者に関する設問につきまして問１９のいじめや虐待についての設問をしております。虐待を受けていると感じた場合の相談や通報について知っていないが６７％と多い数字となっております。また介助の負担やストレス軽減として重要なこととして、本人の世話によって生じる経済的な負担が軽減されることが最も多く、次いで医療機関や相談先の充実が多い数値となっております。介護者への経済的支援や医療相談体制の強化が重要な課題になっています。続きまして、１３ページの防災についてです。災害時に困ること、不安なことについて設問しております。まず災害時に不安なこととして一番多い回答が、大勢の中での避難所生活と医療や常備薬の補充についての回答が半数近くの回答となっております。また避難所での配慮というところについても、個室や仕切りなどでの対応や医療や医薬品の確保という部分での回答が６割となっております。続きまして、１７ページの地域活動への設問になります。地域活動に参加しているかの回答についてですがあまり参加していない、全く参加していないとの回答が８割と多くなっており、参加していない理由としましては障害や病気で体調が良くないためが３割で最も多く、きっかけがない、人間関係が煩わしいとの回答が２割と多い回答となっています。このことから活動の参加へのきっかけ作りや人間関係の負担を減らす工夫が求められています。簡単になりますが、３－１の説明は以上になります。

■曽根会長
ありがとうございました。皆様からご質問やご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。寺澤委員、どうぞ。

■寺澤委員
７ページのところで問６－２でサービス支給量が少ないというのが これはどういうことなのかと私は思いまして、サービスを申請しても手一杯でもう少し待ってもらえないといけないということであれば、事業所に対するアンケートで積極的に事業所の方が回答してもらって、量的に準備出来るようにしていかないといけないと感じました。また問２６の防災のところで大勢の人の中で苦しい、それから医療の常備薬の補給というところは精神の部分ではよく見られる話ですので、これは確認されたなと思いました。同じようなことが問２７の選択肢４のところ、個室、 間仕切り、医薬品の確保というのも個室の方が精神的にいろいろな人との接触に抵抗感がある人というのが、メンタルの課題だけではなくていろいろな人に多いと思いました。医療や医薬品については精神の方は薬を断ってしまうと副作用で大きな反動が起こる人がいますので、これも大事だと思いました。感じるところはたくさんありますが、感想としては以上です。全体的に見て皆さんによく答えていただいたというのが印象で、精神の方で見ると当事者の方々が高いパーセンテージが上がっていて、ご本人がこれを見てやられたとなるとすごいなと思いました。ご家族の方と話し合いながら一緒に記入されたのではないかというのが率直な感じ方でした。以上です。

■曽根会長
ありがとうございました。あとの方の問で障害種別に集計してもらった方が、どういった障害の方がどういうことを感じているかということがわかって全般的なことなのですが、報告書に向けては障害種別とクロス集計したものを出していただいた方がいいですかね。

■寺澤委員
出来ればそちらの方がありがたいですね。

■曽根会長
それは出来ますよね。その場合２ページ、Ｌ５のところで回答していただいた方の障害の状況とか受給者証の種類が出ているのですが、身体、知的、精神、自立支援医療と特定医療費受給者証というのはこの３つの障害のどれかと複数回答になっているという理解でよろしいのでしょうか。それとも手帳にはチェックは付いていなくて、自立支援医療を受給しているという方もいらっしゃると思うのですが、そういった方はいらっしゃるでしょうか。事務局でわかりますか。

■事務局
自立支援医療とそれぞれの障害者手帳との絡みは特に定まったことはないので、自立支援医療だけとか障害者手帳だけという方もいらっしゃいますので、そこの可能性はあるのではないかと思います。
■曽根会長
調査表も自立支援医療だけ受給しているという人にも回答していただいているということですね。そうするとクロス集計する時のグルーピングといいますかそこをどういうふうにしたらいいのか、身体も肢体不自由と内部障害でほとんどになっていて、他の視覚障害や聴覚障害は非常に少なくて、精神保健福祉手帳も気分障害が一番多くて統合失調症、発達障害という順番ということでどのぐらい細かく出すかということになると思いますが、皆様からもご意見があれば出していただければと思いますが、ここで出しておかないと次には集計したものが出てきてしまうので、  そこから入れてくれと言っても難しくなってしまうと思うので、どういう分類でクロス集計をかけたらいいかということも含めて少しご意見をいただけたらと思います。それに限らず他のことでもいいですが、いかがでしょうか。事務局お願いします。

■事務局
資料２をご覧ください。２ページ目に５番の集計がありまして、こちらについてはクロス集計の方法に障害種別の区分に応じてということで、調査１の障害のある方の結果を想定しております。

■曽根会長
わかりました。一応この基準でクロス集計をかける予定ということですね。

■事務局
その通りです。

■曽根会長
吉井委員、何かありますか。

■吉井委員
この集計を見せていただいて理解しました。

■曽根会長
髙橋美佳委員は何かありますか。

■髙橋美佳委員
年齢別というのも書いてあったので安心しました。

■曽根会長
髙橋史委員はどうでしょうか。

■髙橋史委員
ないです。

■曽根会長
よろしいでしょうか。

（発言者なし）

■曽根会長
またあとで別のところでご質問やご意見があればいただければと思います。続きまして、資料３－２「子どもが育ちや発達に対する調査」についてご説明をお願いいたします。

■事務局
資料の３－２の子どもの調査についてご説明をいたしますので、資料をご覧ください。まず１ページから３ページの基本の情報のところになりますが、回答者の約８６％が母親であり、子供の年齢層は幅広く特に９歳～１１歳が多くなっております。母親が主な回答者であるというところから、家庭内でのケアの負担が母親に偏っている可能性が高いと考えられます。手帳所持状況では知的障害や発達障害の子供が多い傾向です。続いて４ページの住宅についてですが、居住形態は持ち家の一戸建てが最も多く、次いで持ち家の集合住宅、民間の賃貸集合住宅と続きます。困りごとの約６割が特に困っていないと回答していますが、希望する支援としましては住宅費の助成が最多で、経済的負担の軽減が重要な課題となっています。続いて５ページの日常生活についてですが、介助を受けている子供は４１．４％でその中心は母親が８８％、平均年齢は４５歳、介助期間は約１０年と長期に渡っていることがわかります。公的サービスの利用は週４日から６日が最多ですが、３６％は利用していません。一方家族介助は毎日が６０%と高く、負担感は大変負担、かなり負担が５７．６％で約９割が負担を感じています。家族依存が強く負担の軽減には支援体制の充実が必要です。続いて６ページから８ページの福祉サービスの利用についてです。放課後等デイサービスの利用がサービスの利用としては最も多く、希望通り利用出来ている割合は３２．８％でした。児童発達支援も一定の利用はありますが居宅介護や同行 援護は利用率が低く、認知不足や対象者の限定性が課題です。一方、行動援護や短期入所、移動支援、日中一時支援は今後利用したいという意向が高く、供給体制の整備が求められます。満足度につきましては約６割が満足、やや満足となっていますが、不満な層も約３割存在し、理由としては希望する曜日、時間帯に利用出来ないが最多となっております。 外出支援制度は利用率が低く６８％が何も受けていないと回答しています。現行制度の維持を望む声が多い一方で、新たな支援方法の検討も求められています。続きまして９ページから１０ページの育ちや発達が気になるというところですが、初めて感じた時期としては０歳～２歳が６８．２％と最多で就学前までに８６％が不安を抱いています。医療機関で診断を受けた割合は８６．８％と高く、妊娠から医療への導線が機能していることが示唆されます。相談先は家族・親族が７４％と最多で、地域生活支援センターは認知度が高いものの利用率が低く、きめ細かな周知と信頼関係の構築が課題となっています。続いて、１１ページから１２ページで防災について設問しております。災害時に最も不安が大きいこととして避難所での生活が６３．８％、次いで障害に配慮した避難所があるかわからないが５２．８％、お子さんのことを伝えて支援を受けられるか不安が４３．９％で挙げられました。医療の確保や情報取得への不安も一定数あり、全体として避難所環境や支援体制への懸念が強いことがわかります。避難所で望まれる配慮としては個室や間仕切り対応が７１．６％で突出しており、医療・医薬品確保が４１．９％、配給などに並べない場合の配給支援が４１．２％、相談窓口や介助スタッフが３６．８％と重要視されています。続いて１２ページから１３ページの医療的ケアについてですが、医療的ケアを日常的に必要とする子ども全体数の４分の１、２５．５％でした。主なケアは服薬管理が中心で、経管栄養や酸素吸入などが一定数あります。困りごととしては通院や移動の負担、緊急時の対応の難しさ、成人後の医療体制への不安が大きく、家族への支援不足や費用の負担も課題となっております。続いて、１３ページから１４ページで共生社会についての設問をしております。共生社会が理解されていると回答している人は２３％に留まり、約７割が理解不足と感じています。理解されていると感じるためには受け入れと理解、嫌な顔をされない、特別視しないが重要とされています。合理的配慮では困っている時の声かけ、コミュニケーションの工夫、休憩スペースの確保など具体的な対応が求められています。地域の支えについては感じないが約４割で地域連携の強化が課題です。続いて１５ページから１７ページで施策について設問しておりまして、市内のバリアフリー 環境につきましては満足が１０．９％、やや満足が５１．３％で約６割が一定の評価を示す一方で、約３割が不満を持たれています。主な理由は段差や狭い道路、トイレ不足、交通機関の利用困難など施設、交通、情報面での課題となっています。今後充実すべき施策としてはライフステージに応じた切れ目ない支援、就労の場の確保、医療体制の充実、通所施設の整備、情報提供の改善が上位に挙がっております。続いて１８ページから２２ページの養育している人への設問をしておりますが、子どもの養育は家族が中心という回答が９６％で、特に母親が９１％になっています。養育者の年齢は４０～５０代が約８割で、就労は正規が４２％、非正規が２６％、無職・無業が２１％、働き続けるには労働時間の調整が５１％、フルタイムが困難が４０％など柔軟な働き方が必要です。生活面については相談先がわからない困りごとが４２％、内容は子供の将来が７６％、収入の確保が７４％と上位で不安は将来設計と経済面に集中しています。相談出来る人がいるとの回答は８４％で家族、友人、園や学校が中心です。情報源も同様で行政や専門機関の利用は少なめの回答となっております。資料３－２の説明は以上になります。

■曽根会長
ありがとうございました。内容についてのご質問やご意見がありましたらお願いいたします。はい、寺澤委員。

■寺澤委員
私が気になっているのは介護離職の可能性なのですが、５ページ目の５－１の設問で介助している人が母親はかなり多いということなのですが、２つ目の父親というのは約７割近くいてこれは父親も参加しているのだろうと思いますが、父親がこれに参加することで別の質問で、フルタイムで仕事に就けないという理由があったかと思います。１８ページの問２８のところでフルタイムの勤務が出来ない、労働時間を調整しないといけないというのは介護のために経済的困難に直面していくことが将来的に予想されると思うのですが、稼ぎ手になる父親、シングルマザーの場合は母親の立場はもっと厳しいものになると思うのですが、そこのところは介護離職的なところは今回出てくるのでしょうか。介護のために職を変えたとか、フルタイムのところからパートに移ったとか、離職したとか、より不利な職場に入ってしまったというようなところは今回出るのでしょうか。後追いの質問になってしまいますが、お願いします。

■曽根会長
事務局からお願いいたします 

■事務局
今回のアンケートにつきましてはこの設問の通りでございまして、就労するにあたって困難なところというのを自由記述なので、その他のところでのご意見がそういった介護のために離職したというようなご意見があれば、その記述を拾うということは可能です。

■寺澤委員
自由記述の部分があるのですよね。それを見ると引き出すことは出来るかもしれませんが、業者の方でも構いませんが、そういうふうな介護離職との関係が浮き彫りになるような分析が可能であれば、そこも出していただけるとありがたいと思っております。

■事務局
問２８の自由記述のところで、記述があれば集計結果としてまとめます。

■曽根会長
介護離職という視点だけではなく、主に養育している人と主に養育している人の就労状況、就労にあたって困難なこと、フルタイムとか、世帯の収入というところをクロスすると、例えば主たる共同収入を得ている人が母親という場合にその方の収入やそういったことがどういったことかというふうにクロス集計の中で分析出来るかもしれないですね。介護離職に関わらず世帯状況や収入の状況みたいなことでよろしいでしょうか。

■寺澤委員
はい、結構です。

■曽根会長
それとそのあとに出てくるサービスの利用というところで、思い通り利用出来ているかどうかというところと、クロスするとわかることがあるかもしれません。他にいかがでしょうか。髙橋史委員、どうぞ。

■髙橋史委員
アンケートの集計とか分析というところで感じたのはポイントを絞って出していただきましたが、数字が高く出たものについて注目して考えていこうというふうになりがちだと思うのですが、実際に本当に困っている人は、数字は少ないがすごく困っている、本当はすぐに対応が必要というところがアンケート結果の数字だけを追っていくとこぼれてしまうのではないかという心配が頭によぎったので、例えば世帯収入のところを見ても一番多い１０００万円以上が２２％で困っていないということになるのですが、本当に困っているのは２００万円未満のところのパーセンテージは少ないが、非常に困っている何か対策が必要というところがアンケート結果から抜け落ちないように計画には反映出来るというふうにしていかないといけないとすごく感じました。

■曽根会長
ありがとうございます。クロス集計をどういうふうにするかだと思います。

■髙橋史委員
クロス集計をするとそういうことが浮かび上がるのですか。

■曽根会長
どこに着目して集計するかで出てくると思うのですが、例えば世帯年収２００万円未満が４．１％ですが、ここの人達がどういうところに丸を付けたのかというふうに集計をしていくと、収入が少ない人の特徴というのはこういうものがあるということが浮かび上がってくるというやり方はあると思います。全体を集計してしまうとおっしゃったようにどうしても埋もれていってしまうということになってしまうと思うのですが、より大変な状況の人がどういう人かということに着目して集計すると、そちらの方を追っていくということは出来るのではないかと思います。

■髙橋史委員
アンケートの仕組みがわかっていなかったです。前に戻ってしまうのですが、身体障害者手帳を所有しているという人は８０％自立しているような数字が出ていましたが、そうでないマイノリティのところの支援が必要なところが一番大変だったり、困っている人のところがわかるようなクロス集計の仕方をしていただきたいと思います。

■曽根会長
ありがとうございました。その辺は事務局とコンサルで相談していただいて、より困っている状況の人がどういう人かということが浮かび上がるように分析をぜひお願いしたいと思います。

■北條委員
クロス集計を基本的にやるというふうになっているのが、年齢と地域別と手帳別と障害程度となっているので、今言われたような障害の重い方がどんなふうに答えているか、障害の重いお子さんの家庭がどんなふうに答えているかということまでは自然に出ると思ったのですが、所得についてはクロス集計の中に入っていないので全てやるのかというと大変になると思いますが、所得についてのクロス集計もやってもらえるといいのではないかと思います。

■曽根会長
ありがとうございます。これは調査１、２についてはと書いてあるので、そこについてはこういった４つの項目に基づいてクロス集計するということだと思いますので、所得も調査１、２に入っているのでたぶん クロス集計で出されるのかなと私は理解したのですが。
調査１、２については１～４の観点でクロス集計を出すという意味ですよね。違いますか。

■事務局
所得の区分に応じての集計結果というものも出せると思います。

■曽根会長
調査１、２というのはご本人の調査とお子さんの調査ですよね。

■事務局
今回のクロス集計については調査１、２についてなのですが、その設問全てに対してクロス集計を行ってしまうとかなり膨大になってしまうので、ご意見をいただいた所得についてはクロス集計ということで所得区分に応じた結果を示すことは出来ます。

■曽根会長
わかりました。統計ソフトだと項目を入れれば順に出ると思うので、そんなに大した手間ではないと思いますが、手計算をするわけではないので、Ｅｘｃｅｌとかとは違うので分析をしっかりしていただいてよろしいでしょうか。あともう１つクロス集計のことで言いますと、手帳別と障害程度別を別々にクロス集計してしまうと、例えば知的障害で手帳の程度が重度の人というふうには出てこないということになってしまうと思うので、主要な項目については障害種別で更に手帳の区分別というような形で出していただくと、より重度な人が何を困っているかとか、愛の手帳を持っている人で重度の人は何に困っているかとか、身体障害者手帳で重度の区分の人は何が困っているかというふうに、障害種別ごとに困っていることが出てくるのではないかと思います。そういうのは実際にクロス集計をかけてみないと特徴が出るかということはわからないので、ここで議論していてもイメージ出来ないと思うので、まずはやってみて特徴が出ないところは報告書から落としてもいいのではないかと思いますが、特徴が出たところはぜひ報告書の中に記載していただくという形がよいかもしれないのですけれども、そんなことをご厚意いただけるともちろん委託費の中でということになってしまうかもしれないのですけれども、あまりいっぱい言うのはいけないのかもしれません。他にいかがでしょうか。

■長﨑委員
感想的なところになってしまうのですが、１９ページの問３１の生活上の困りごとがありますかというところで、子どもの将来の生活のことで７６．２％というところが最も高く出ていて、こういうところをどこに相談しているかというところで相談支援機関を知っていますかというところでは、はばたきが一番２３％で多いのですが、将来のことでいうとどちらかというと成人になってからの話も含めてだと思うのですが、髙橋美佳委員や中川委員もそうなのですが、地域生活支援センターはどちらかというと成人の対応がよく出来る機関だと思いますので、知っているけど利用していないとか、地域生活支援センターは知っているけど利用していないが１０％であまり高くないというところで、この辺りをきちんと関われるようになると将来の不安の部分に関しては、もう少し軽減することが出来るのかなという印象を持ったところで、お子さんに対してもきちんと地域生活支援センターの役割や関わりを持つ必要があるというような印象を持ったところと、あとははばたきも同じ法人でやっておりますので、相談部門の者と情報交換をした時に相談員自体も成人のことについて十分な知見を持っていないというか、子どものことはよくわかるけど将来の大人になった時のことについては相談員レベルではわかっていないというところも情報交換の中で、先日わかったところもあるのでその辺りの連携やそういったものもきちんと進めていかないといけないということを、このアンケート調査を見て改めて思いました。以上です。

■曽根会長
ありがとうございました。そこはぜひ計画の内容のところにも反映出来るようなご意見をいただければと思います。次の資料３－３障害福祉サービス事業所調査についてご説明をお願いいたします。

■事務局
資料３－３の１ページ目をご覧ください。組織形態は社会福祉法人が一番多くなっており、次いで株式会社となっております。続いて３ページ目になりますが、事業として必要性を感じているが実施していない事業については計画相談支援が最も多く、次いで居宅介護となっております。続いてのページで、実施されていない理由としまして人材の確保や育成が難しいためが５１．９％と最も高く、次いでサービスに見合う収益が見込めないためが３５．５％となっております。続いて７ページに事業運営についての設問をしております。事業運営につきましては赤字が３５．５％、黒字が３４．５％で、損益はないが２０％となっております。実施する上で難しい問題としまして６割を占めているのが人材の育成・定着が難しいとなっており、次いで報酬が低く実態と見合わないが５７．３％となっております。続いて人材確保について設問しておりますが、人材育成を取り組みにあたる課題としましては採用募集をかけても応募がないが最も多く５割を占めています。次いで応募があっても条件が満たされずマッチングが難しいという回答も４割となっております。続きまして１１ページ支援の質の向上や権利養護の取り組みにつきましては、虐待防止マニュアルやチェックリストの作成と虐待防止委員会を設置しているが９割となっており、虐待防止に関する責任者を定めているや研修や学習を実施しているが８割となっております。また虐待の場面に遭遇した経験があると回答した事業所は５割程度となっております。続きまして１４ページ、地域共生社会については事業所での協働の取り組みについて地域の集まりやイベントへの参加が６割以上と最も多くなっており、災害時に協力出来ることとして居宅サービスの利用者への安否確認が半数以上となっております。続きまして１５ページ、就労選択支援についての設問になります。就労選択支援サービスの検討について検討していないと回答したところが６４．５％となっております。就労選択支援事業を行うことのメリットとして一番多い回答がわからない４４．５％となっており、１３．６％でアセスメントを通じて一人一人に沿った選択肢が検討出来ることと回答しております。続いて１６ページ、医療的ケア児と強度行動障害の方への設問になります。医療的ケア児の受け入れというところで受け入れているが２４．２％、今後受け入れ予定が１０．９％、受け入れていないが６９．１％という回答となっております。医療的ケア児の受け入れをすることにあたって生じる事業運営の検討というところの設問につきましては、一番多い回答で医療的ケアを実施出来る職員の確保が難しいという回答が一番多くなっており、次いで医療的ケア児の体調管理や緊急対応が出来るか不安という回答が２番目に多くなっております。強度行動障害につきましては受け入れているが２５．５％、今後受入れ予定が２．７％、受け入れていないが６４．５％となっております。受け入れている事業所の中で工夫をしている点というところにつきまして、９０％の回答があった部分については本人とコミュニケーションを取り、家族への聞き取りも行うなどしてアセスメントを実施しているという回答になっております。説明は以上になります。

■曽根会長
ありがとうございました。事業所調査についてご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。ここのコーナーは職員募集、市の題目か何かありましたら。では篠田委員のあと中川委員に。

■篠田委員
ハローワークでは企業の奉仕員ですとか、求職者の職業相談ですとか、職場定着をやっておりまして、確かに求人を出してもなかなか福祉系が集まらないという状況がありまして、このアンケート結果にもそのように出ておりますのでなかなか難しい部分なのですけれども、やはり我々ハローワークとしては募集したりですとか、仕事も難しいですからね、そういうのを利用させていただいて何とか協力出来ればなと思っております。特に高齢者の方が多くそういった方々にお仕事とか、多くの事業者の方と協力してやっていければなと思っておりますので、そこは企業側、施設側との連携体制を組めればなと思っております。

■曽根会長
ありがとうございました。計画書の中で今のようなご意見もぜひ言っていただけると、今後何か事業者の方が採用困難になっているみたいなので参考になると思いますので、よろしくお願いします。では中川委員。

■中川委員
この事業所の調査がクロス集計をしないと思うので、計画そのものを立てる時に注意深くやらなければいけないと思いました。ただ就労選択支援の設問などの就労支援事業所Ｂ型とか、Ａ型とか、移行を行っているところは、一応検討はしてこういう感じの事情だからどうするかということはしますけれども、それにあまり関係ないところがあるのでやらないということはあると思うので、そこの辺り注意深く見たいと思います。以上です。

■曽根会長
ありがとうございました。こういった法人単位で調査をしているから事業所単位でのクロスはかけられないという理解でよろしかったでしょうか。事業所単位で調査票は送っていない。

■事務局
事業所単位で。

■曽根会長
そうすると事業種別ごとにクロス集計かけるということは出来るということになりますね。事業所単位というのはどういう区分で回答者はやっているのですか。例えば２ページのところに１から３３まで事業が書いてありますよね。この事業ごとに回答をもらっているという理解でいいですか。

■事務局
１つの事業所が複数の事業を行っている場合、こちらとしては事業所単位でアンケートを送付しています。

■曽根会長
それが多機能型とか、そういう場合は１つの事業所としてということなのですよね。相談系、就労系みたいな感じでグループ分けするというのは可能ですか。それも難しい。相談と就労を一緒にやっていたら１事業所という形で調査をかけているということになるのですか。

■事務局
　はい。

■曽根会長
　長﨑委員。

■長﨑委員
　たぶん中川委員がおっしゃっていたのはそもそも就労選択支援事業を実施出来る事業はある程度限定されてしまっているので、それ以外の事業所はもう検討していないということに自動的になってしまうので、そこの部分を除かないと本来実施出来るのにもかかわらず実施しないというような結論になっているという数が出ないということなのだろうと思うので、そこはただ今回の調査ではおそらくアンケートの、我々も回答しましたけれども、実施対象の事業を持っているけれども実施しませんと回答した事業の回答率というのですかね。それはたぶん今回の調査のやり方だと少し難しいのではないかなというような印象は持っていますが、いかがでしょうか。

■曽根会長
　だから就労選択支援が実施出来るという以外の事業をやっているところもまとめて回答しているということですよね。

■長﨑委員
　そうです。検討していないという数が必然的に多くなってしまっているというような状況になっているのではないかと思うのですが。

■曽根会長
いいですか。中川委員、今の解説。

■中川委員
長﨑委員がおっしゃっていることもそうだと思います。あとは私もよく読み込んでそういうようなヘルパーさんの事業所だとそこだけやっているから他のことは検討していないのでやりませんとか、そういうことはあるだろうと思っていて、結果はきちんと読んでよく考えて対応することなのだろうと考えています。就労選択支援は、それは長崎委員の言い方でそうだというふうにわかりました。それ以外のことに関しては私もきちんと読み込みたいと思います。

■曽根会長
ありがとうございました。なかなか調査対象混ざってしまっているからきちんと分類してクロスが難しいということなのですよね。

■事務局
おっしゃる通りで就労選択支援についてまずお尋ねするもので、就労給付サービスを利用するかすでに利用していて更新する方を対象にというふうに米印で補足はしているのですけれども、おそらく他の事業、就労系以外の事業を行っている事業所も回答はしている状況になります。

■曽根会長
ありがとうございました。１ページの組織形態というところを見ますと非営利法人グループ、営利法人グループというふうにはクロスかけられるのですかね。

■事務局
　その点は、クロスはかけられます。

■曽根会長
　強度行動障害とか医療的ケアを受け入れている事業所で、何か差が出ないかなとか、あと先ほどの職員募集の関係ですかね。営利法人の事業所はすごく伸びているのでその辺で職員採用について非営利法人、営利法人で困難さに差があるのかなとか少し何か見てみたいところではあるので、少しそういう視点で分析をしてみていただくということは可能でしょうか。

■事務局
　ではその点、こちらで集計の方またまとめます。

■曽根会長
　あといかがでしょう。髙橋美佳委員。

■髙橋美佳委員
５ページの問２なのですけれども私も回答した時にすごく迷ったところなのですが、今後具体的にどのくらいのサービス提供量を考えていますかという問で、なのでここは令和１０年度から９、１０、１１、１２という数字になるのかなというふうに思っていて、令和４年度はもう終わっているのでこれは前回のまま持ってきてしまったのかなというふうに感じました。

■曽根会長
ここはどうなのでしょうか。調査票通りという。将来に向けてというと令和８年度のみ。これは調査票を見ればわかるということですよね。調査票もそうなっている。調査票の過去の実績を聞いてしまったという感じでしょうか。そうすると８年度だけが将来のことを聞いている。

■事務局
今回問２につきましては令和４年度からの実績を記入する形になっております。

■曽根会長
　わかりました。あまり先々のことまではわからないですよね。よろしいですか。一応確認ということで高橋美佳委員。もうやってしまったから今さら取り返しがつかない。私一旦、虐待防止のところ、１２ページの問１６なのですけれども、虐待防止委員会の設置と研修の実施と虐待防止責任者を定めるというのはマストになっていまして、やってないとなると減算になってしまうので、報告書では厳しく指摘しなくてはいけないところではないかなと感じました。では事業所調査はよろしいですか。

（発言者なし）

■曽根会長
　では続きまして団体調査についてお願いいたします。

■事務局
　資料３－４をご覧ください。まず資料の３ページ、団体の活動の担い手について質問しておりますが、団体の担い手として活動を進めるうえで足りているかどうかという質問につきましては担い手が不足し、活動に支障が出ているという回答が４件、活動を進める上で十分な人数がいるという回答が１件になっております。活動を進める上で課題となっていることとしましては、新入会者がほとんどいない、後継者がいない、会員の高齢化、会員の意識、団体に難病を抱えているメンバーの場合は体調が悪い時は欠席するメンバーもおり、積極的に関わってくれるメンバーを増やそうという姿勢は難しい、続けなくてはいけないがなかなか人材が不足している状況というところが見て取れます。続いて、４ページの活動する上での困っていることとしましては会員の意識というところが最も多くなっておりまして、その他にも運営方法や活動場所の確保の課題となっております。続いて５ページ、団体のやってみたい活動としては、活動内容は記載の通りになるのですけれども、選択項目としては障害に関する様々な情報の勉強や当事者や家族などが気軽に交流出来る機会の提供をやってみたいというところで、回答している件数が多くなっております。続いて６ページ問９番になりますが市の相談体制について望んでいることとして、情報提供の充実、当事者相談の充実、専門相談員の充実という回答が一番多くなっております。続いて７ページで災害時の支援について聞いておりまして、団体として災害時にどのようなことが出来ますかという回答については回答した団体中、検討したことがないという回答が２件になっておりまして、その他在宅サービス利用者への安否確認や一時的な受け入れというところが回答されております。続いて８ページの制度の谷間にある方への支援についてというところで団体として出来ることとしまして一番多い回答が障害者の仲間作りへの支援となっておりまして、その他福祉サービスの情報提供や市民への障害への理解、啓発活動、障害者家族に向けた支援といったところが回答されております。地域共生社会につきましては団体としてどのようなことが必要かという質問につきましては、地域の集まりやイベントの参加、ボランティアなどの受け入れ、災害時の避難所支援などが最も多い回答となっております。１０ページ以降は記述になっていますので今回説明は割愛させていただきますのでお読みいただけたらと思います。以上です。

■曽根会長
ありがとうございました。１１団体の回答ということでしたが数でものを言うというのは難しいかなと思うのですけれども、何かご感想とかありましたら寺澤委員は何かありますか。

■寺澤委員
　私達の団体では首都東京でケアラー支援条例というものを制定しなくてはいけないという運動を進めております。その意味で日本全国では８つの道と県、それから２５の区市町村がケアラー支援条例を設けたのでここ東京都でも、府中市もやっていただけるのであれば府中市でケアラー支援条例を制定していただいて、首都東京がやれば全国的な波及につながりそしてケアラー支援法につながっていく。ケアラー支援法は欧米ではかなり進展しております。今回この企画の段階で障害者家族に向けた支援という形で例えば今のあのこういう１３の選択肢１４、それから問８の選択肢も９番目の当事者と家族に対する支援の強化、まだ抽象的な形で入れてくれと申し上げたところですが、件数としては２件とか３件と元々母数が小さいのであまり大きくは出てないのですけれども、それを受けた計画の方ではこの部分を更に強く伝えていきたいと思っております。以上でございます。


■曽根会長
ありがとうございます。では計画の内容の時にまた改めてご提案いただけたらと思います。ここで調査を全部なのですけれども、石川委員と吉井委員何かご発言ありますか。石川委員、いかがですか。調査のことで。

■石川委員
　民生児童委員は府中市で、定員で約１９０名、全て定員を満たしているわけではないのですが地域ごとに見守りの個人的な集団です。その中で日々活動しているのは今回の障害をお持ちの方ということに特化するのではなく、地域でお困りの方の相談をして行政なりそういうところに繋ぐという活動を日々しているのですけれども、その中で気になったのは地域から孤立している方、我々が訪問しても出てきてくれないし、そういう言ってみれば我々お節介が仕事なのですが、お節介は結構ですという方が一定数いらっしゃいます。そういう方々がこのアンケート調査に協力してくれているのかなと、そういう社会的孤立をしている方は社会との断絶をしているような感じの方が多いのですけどね。そういう方にアンケート調査が例えばこういう行政から来てもそれも拒否している方も一定数いるのではないかなと、逆に言うとそういう方をなんとかしなくてはいけないとこれは、このアンケート調査の回答にそういう方が協力してくれているのかなというのは気になったところで、回答率の中でいろいろな地域との繋がりを持っている方は回答してくれるのですけれども、そういう社会的孤立をあえて性格的にですかね。望まない方はアンケート調査にも協力していないのではないかというのが気になるところでその辺、専門家のご意見をお聞きしたいと思ったところです。

■曽根会長
ありがとうございました。たぶんそういった状態の方をアンケートで把握することは難しいですよね。他の自治体だと全件訪問調査するとか、いわゆる社会的引きこもりの方に対して何か別の方法が必要なのだろうというふうに思います。それは今後計画の内容のところで少し課題としてご発言いただけたらと思います。吉井委員は何かありますか。

■吉井委員
　意見としては特にないのですけれども、この当事者団体のアンケートが１１団体で回答率が５件ということで一番回収率が低くて、なかなかこの当事者団体の方達も活動に苦しんでいるというか、衰退してきている、そういったこともあるのかなと思って回収率が低かったのが残念だなというふうに思っています。我々専門職としてはやはりこういう当事者団体ですとかこういったのをしっかりと支えていかなければというふうに、このアンケートの集計の結果を見て感じたところでございます。あと石川委員がおっしゃったようにおそらく今回全体的には５割、６割超えていてということですごく回収率はいいのですけれども、やはりその引きこもっている方が、残りの回答してない方々がまさしくそこに該当しているのかなというふうには思っていまして、そこの声を吸い上げていくのは民生委員とかそういった方達なので、やはりその辺の声というのもアンケートだけでなく大切にしていかなくてはいけないなというふうに感じました。

■曽根会長
ありがとうございました。高橋史委員は今手を挙げそうになりましたか。

■高橋史委員
大丈夫です。

■曽根会長
大丈夫ですか。わかりました。

■高橋史委員
　全部アンケートに載せました。

■曽根会長
　高橋史委員は団体の方でもあるので。

■高橋史委員
　回答しました。

■曽根会長
　わかりました。ありがとうございます。ではすみません段々時間が残り少なくなってきまして。

３．１１圏域グループディスカッションの結果について

■曽根会長
続きまして資料４のグループディスカッション結果の速報についてご説明お願いいたします。

■事務局
それでは資料４をご覧ください。１０月と１１月に開催されました圏域グループディスカッションの結果の説明になります。この調査は障害分野だけではなく総合的な計画策定の基礎資料として、地域で活動している団体の皆さんから地域でどんな課題があるのか、そしてその課題を解決するために出来ることを聞き取ったものになります。府中市全体の課題と圏域ごとの課題を整理して、それぞれの地域でどのような取り組みが出来のるかを考えるのが目的となっております。調査方法は文化センターの１１圏域を対象に２～３圏域ずつ４回に分けてグループディスカッションをし、グループは圏域ごとに分け１グループ６人程度で話し合った内容を最後に発表してもらいました。参加者はわがまち支えあい協議会、地域福祉コーディネーター、民生委員、児童委員、自治会や町会、シニアクラブ、コミュニティ協議会、当事者団体、地域包括支援センターなどです。事務局担当も各それぞれの日で出席をしておりまして、主に障害当事者の方や団体ご家族などからご意見を伺っております。伺った意見の内容を要約いたしますと、高齢者の孤立や生活困窮、交通や買い物の不便、地域のつながりの希薄化、担い手不足、防災や認知症対応への不安など複数の課題が共通して挙げられました。これらの課題に対して交流や居場所づくり、情報発信の工夫、見守りや生活支援、買い物支援、地域活動の連携強化、防災対策、公共交通の充実、空き家活用、担い手育成、助け合い活動の推進など地域の力を活かした取り組み案が提案されていました。説明は以上になります。

■曽根会長
ありがとうございました。石川委員もここに行かれたのですか。

■石川委員
申し上げた通り２００人弱おりますので全員というわけにはいかないので、地域ごとに出席はさせていただいております。

■曽根会長
ありがとうございます。ではこちらのグループディスカッションの結果について何かご質問がありましたらお願いします。これは障害者計画を策定する際に少し参考になる内容かなというふうに思いますので。

（発言者なし）

■曽根会長
　ではよろしいですか。

４．自立支援協議会でのアンケート調査の結果について

■曽根会長
　では続きまして自立支援協議会のすまい部会のアンケート集計結果についてご説明お願いいたします。

■事務局
それでは資料５をご覧ください。資料５－１、５－２、５－３でアンケートの集計結果をそれぞれお示ししております。５－１については市内の共同生活援助事業所に配布をしているもので、５－２については共同生活援助の利用者の方に配布をしているものになっておりまして、５－３は相談支援事業所の１９か所に送付をしているものになっております。こちらが自立支援協議会の専門部会であるすまい部会で実施したグループホームのアンケート調査になっております。これまで本協議会でサービス見込み量やサービス提供量の把握として、グループホームの入居希望者の数や入居相談者数、実際に入居出来た人数などの把握が重要であるとご意見がございました。そこで自立支援協議会のすまい部会よりアンケート調査の結果を提供していただきました。まず１、２ページ目にグループホームに関する相談件数を障害の区分ごとと年代ごとに集計しています。４ページに実際にグループホームを希望した人の数、入居出来た人数を年代ごとに集計しています。５～８ページには入居に至らなかった要因や退去理由、グループホームのご意見が記載されております。以上になります。

■曽根会長
ありがとうございました。髙橋美佳委員から何か補足ありますか。

■髙橋美佳委員
　自立支援協議会のすまい部会でアンケートを取ったのですけれども、まずは分析をしている段階でこれについての結果というのはまだ分析が出来ていない状況ではあるのですけれども、いろいろ意見の中では住宅貸しとなっているのではないかという意見も多くあって、

■曽根会長
住宅貸し。

■髙橋美佳委員
グループホームということが、自立支援がちゃんと出来ていなくてそういうように感じられるという意見もあって、その中身の問題ということもすごく問題があるなというところを感じているところなので、そこら辺の分析もこれからしていきたいと思っております。

■曽根会長
何も支援していないということですか。住宅貸しというのは部屋だけ貸していて何も支援していないというところもあるのではないかということ。そうなると報酬を返還してもらわないといけなくなるのですけれども。職員も配置されていないということですか。

■髙橋美佳委員
　そんなことはないのですけれども。

■曽根会長
　このグループホームについて。寺澤委員。

■寺澤委員
　我々もグループホームの関係で出てくるのが貸与する側は普通のアパート建てたあるいは一軒家を建てた、ところが入居者が障害者であるといろいろ収入が保証されるとだから取りっぱぐれがないという動機だけでやって、職員は置くこともあるけれどもその職員は全く支援職の資格も何も知識もないということでトラブルが発生している。単に制度を利用した金儲けだというそういうグループホームが多いので、気をつけろという話が我々の団体の中で出てきています。ご参考までにありがとうございます。

■曽根会長
ありがとうございました 他に何かございますか。これはグループホームの次の計画の見込み量を立てるための参考にということで、ご提案したところ、自立支援協議会の方で調査されたということで、そちらで数字を出していただきましょうということで、今回の調査結果のご報告になったと思うのですけれども、資料５－３の４ページのグループホームを希望された利用者数というのが、合計が書いていないので計算しなくてはいけないので１４３人だと思うのですよね。希望された人。実際に入居出来た人は６４人というふうになっていまして、残りの方はどうされたのでしょう。約８０人これ何かわかりますか。

■髙橋美佳委員
残りの人がそれでどうしたかというところまではアンケートは取っていないのですけれども、在宅で待っているのかあるいは入所施設に入るという選択肢も私達の中では持っているという感じです。

■曽根会長
　ありがとうございました。入所の空き待ちの方が数は少ないでしょうから大体８０人の方、今回申し込んだのだけども利用出来なかったということは潜在的な待機者というふうに考えていいわけですよね。相談支援に実際に相談に行っているわけですからかなり具体的に利用を考えているということですよね。そしてこの８０という数字が次の本市の障害福祉計画の中ではある意味グループホームの整備目標として一定参照するべき数字という理解でよろしいですか。

■髙橋美佳委員
回答率が１００％ではないので８０という数字だけではなくもっと考えなければいけないかなと思います。

■曽根会長
そうか。だから８０という数字を発射台にして更に積み上げていってというそういうことですよね。前回の障害福祉計画のグループホームの整備目標はどのくらいでしたか。令和８年度末までの目標値はわかりますか。

■事務局
令和６年度から８年度までの障害福祉計画、障害児福祉計画についてはサービス見込み量としてグループホームの見込み量なのですが、令和３年度から４年度にかけては増加しているまたこのまま人数が増えていくということで、令和８年度は数字として３６３としまして、令和７年度では３４３で２０施設ほど見込みとして増えるという。

■曽根会長
それは人ではなくて事業所。

■事務局
人数です。失礼しました。月に対して３６３名というのが令和８年度の見込み量。

■曽根会長
増加分としてはどのくらいになるのでしたか。差し引きして。

■事務局
増加分としては令和７年度２０名増加。令和６年度からも２０名ずつ各毎年２０人増えている。

■曽根会長
全部で４０人。

■事務局
はい。実績として令和４年度が実績は月２８９名となっております。

■曽根会長
３６３の見込み量に対して実績が２８９。

■事務局
はい。

■曽根会長
引き算するといくつに。

■事務局
７４名。

■曽根会長
７４名ということですね。要するにそれを上回る次の見込み量を立てなくてはいけないということにこの調査結果からはなるのですかね。利用出来ていない人８０だから。申し込みが１４３に対して入居出来た人が６４。そうすると差が７９ですよね。具体的に今度見込み量を立てる時ですけれども、だからやはりもっと住まいのバックアップについては更に積極的に計画を作っていかなくてはいけないということでよろしいでしょうか。

■事務局
曽根会長がおっしゃった通り現状からいくとまず今の計画に追いついていないという状況もございますので、その現状に見合った形の数字なのか本来はこのアンケートのニーズに沿って、それを網羅して立てるのが本来はベストだと思うのですけれども、現実にどこまで即していかないものを数字として定めていくかというところを委員の皆様のご意見を伺いながら、定めていきたいと考えております。

■曽根会長
これは計画を実際に作る時に少し議論をさせていただけたらと思いますけれども。はい、どうぞ。

■北條委員
たぶん大切なのはどれくらい望んでいる方がいるかに着目するしかないと私は思っていて、というのも支給決定はあるけど市内のグループホームに入る形ではなくという人がここに含まれているわけですよね。残念ながら今は青森駅前のグループホームに東京から何人も入ってみたいな話も実際には生じているので、そういう意味では検討していくためのデータとしては支給決定者がどれくらい、例えば今はいてどれくらいでは逆に市外とか都外とかというのも何かいただきつつかなといいますか、全ての希望を全部市内のグループホームで整備していくというふうには前もあったように残念ながらならないにしても、既にどのくらいその割合がなっているのかというのはわかった上で、不足分はどうするかと考えた方がやはり住み慣れた地域に少しでも住み続けられる可能性は高められるのかなと思いました。

■曽根会長
はい。では今日は調査結果の共有なので実際に来年度計画の内容を検討する時にもう少しここは皆さんと議論させていただけたらと思います。何かグループホーム調査についてご質問とかありましたらお伺いいたします。恩田委員。

■恩田委員
この６ページ、７ページの思うこと、感じていることがありましたら教えてくださいという自由記述のところを見るとこういうものはほとんど出てきていないという、そういう関係ではないと思うのですけれども、結果的にこうなっているということなので先ほどのお話と含めて、またその施設の機能の問題とか職員の資質の問題とかそこら辺も含めて報酬も含めてですけれども、ここら辺のところは十分にグループホームの方にはフィードバックをちゃんと全体にすることを大事な仕事にした方がいいかなと、これは計画云々ではなくて今の段階からこれはやった方がいいのではないかと感じました。

■曽根会長
ありがとうございます。これは自立支援協議会の調査なので、どういうご活用の仕方を協議会の中ではされていくのでしょうか。こういうのはフィードバックした方がいいという恩田委員からのご意見なのですけれども。

■髙橋美佳委員
グループホームの数の方というよりは中身の方も、こういうふうに府中市としてグループホームがこうあるべきだというものを、こうあってほしいということを答申として挙げていくので、それをちゃんとグループホームにフィードバックしていけるというのが目的になっていると。

■曽根会長
今回いただいた集計結果をそのままグループホームにフィードバックするということではなくて、もう少しまとめた形でフィードバックされるということでよろしいですか。はい、わかりました。他に何か。寺澤委員。


■寺澤委員
質問になるのですけれども、この生活に関するアンケート集計結果の５ページ目のところで、今後の住まいについて考えていることが現在のグループホームで暮らしたいというのはいわゆる滞在型のところでずっと居たい、通過型というのは期間が定められていて滞在型の方はずっと住めるけれども、補助率というのが低くなっておりますから通過型よりも、だから資金運営的には難しいと聞いていてむしろこれは滞在型のところを増やしていくべきだというふうな意見にも取れるというふうに考えてよろしいのですか。

■曽根会長
これは髙橋美佳委員へのご質問でいいですか。

■寺澤委員
はい、そうです。

■髙橋美佳委員
そこら辺の分析についてはこれから議論をしていきますというところです。滞在型と通過型を一緒にアンケートをしてしまったので、いろいろな面でそこについて見づらい部分があるというのはアンケートをしたあとに感じたところです。

■曽根会長
はい。あといかがですか。よろしいですか。５－１の事業所の調査も７ページで利用者の支援区分が出ていますよね。そうするとやはり５・６の人がすごく少ないので、障害の重い方の受け入れがなかなか難しいという実態ですごく合っているなと思って、あとはその上でいうと医療的ケア０となっているので、全件回答していないので本当に０かわかりませんけれども、おそらく積極的なところがむしろ回答してくださっているのでしょうから、この辺からも少し課題が裏付けられているというふうに感じました。よろしいでしょうか。

（発言者なし）

５．障害者施策に関する国等の動向について

■曽根会長
　では最後に国と都の動き、お願いいたします。

■事務局
それでは資料６をご覧ください。こちらの資料では国と都の計画についてその方向性や基本目標についてまとめているのですが、行われている検討会とか、部会での内容についてポイントを記載しているものになります。こちらについてもお読みいただけたらと思っております。

■曽根会長
ありがとうございました。この資料６なのですけれども、上の段の一番右、国の動向の右側が次の第８期障害福祉計画と第４期障害児福祉計画の基本指針の見直しということで、今年の１１月１０日の国の社会保障審議会障害者部会で出された資料の要約ということになるのですね。ただこのあと１２月にもう１回障害者審議会障害者部会は開かれていましてたぶんこれをさらに更新されたものが出ているのではないかと思います。あと１３番の地域差の是正・指定の在り方等というのがこれまでなかった項目ということを開始前の打ち合わせではお伺いしまして、これに対して示した資料というのもこの１５２回の次の１５３回の障害者部会の中では示されているのですよね。ニュースでも来年度新しく事業を始めるところの報酬を下げて、事業所の過剰な伸びが考えられる事業所の量的な制限をしておるのかということが、社会保障審議会で提案されたということをニュースで拝見しまして、財務審議会の中でも障害福祉サービスの伸びというのをすごく問題視されていて、なかなか本当にニーズに基づいて作られているのかというような疑問も財務審議会の中でも呈されている状況なので、これでしっかりした形で計画を作っていく必要があるのかなということを感じております。あと一番下に東京都の推進計画というものがありますけれども、これは現行計画ということになって新しい計画ということではないので、端的に言うと今回は国の動きということで考えていいのですよね。都については今のところ現行計画にしろということですよね。あと今回府中市では障害者基本法に基づく障害者計画の改定というのも同時に行うということで、それで内閣府の障害者基本計画というのは５年に１回の見直しなのですね。それで障害福祉計画という障害者総合支援法に基づく計画は３年に１回の見直しとなっているので、要するにどうしても時期がずれてしまうのですよね。府中市は内閣府の障害者基本計画の見直しは６年に１回ということで、言ってみると障害福祉計画２回見直す時に障害者計画も１回見直すというサイクルで見直しているので、１回前に内閣府が見直した計画に基づいて次の障害福祉計画は考えていくという複雑な構造になっているということでご理解をいただきたいと思います。厚生労働省の障害福祉計画については新しい基本指針というのがおそらくそろそろ出されるのではないかと思いますので、そちらの方を参考にしながら府中市の計画を作っていくということになりますよね。こちらの資料について何かご質問ありましたらお願いします。

（発言者なし）

■曽根会長
　よろしいでしょうか。そうしたら今日全体を通じてまだ１０分ありますのでご意見やご質問がありましたらご遠慮なくお願いしたいと思います。いかがでしょう。寺澤委員、大丈夫ですか。

■寺澤委員
　この横長の国の動向の話でこの間ＪＤＦの障害者フォーラムの全国大会に出たのですけれども、キム・ミヨン国連の障害者権利委員会の委員長もいてそれから多門浩さんも出られて、それを受けて障害者基本法の改定案を作っていてそれをいろんな団体に配っているのです。精神の分はまだ出来ていないので僕らの全国団体にしっかり見てくれというふうにいっているんです。この障害者権利条約の整合性を図るというところが、かなり２０２２年の総括所見が人権擁護の観点から脱施設化というのをすごく言っていてそれはいいのだけれども、他方においてでは社会的ケアの資源はどれだけ充実させるのかというふうに意見が、戦略的にやってくれというそういう一言だけで具体的にないのですね。このままでいくと国の方針がとにかく施設から出すということばかりで、グループホームも出来るだけ減らせとかというふうになっていて、結局は親に懸かっているだから家族依存型のケアが改まらない、家族が疲弊していく、家族が倒れれば当事者も倒れていくという非常に悲劇が起こっていくところを我々は懸念しているのです。曽根会長がおっしゃっている整合性を図る方向というのは具体的にどういう方向なのかというのは、もしご理解されているところがあれば聞かせていただきたいと思ったのですけれどもよろしいでしょうか。

■曽根会長
障害者権利条約との整合性を図るという部分については、まさに権利条約に書かれていることは国内法よりも法律的には上位になります。憲法の次が障害者権利条約、その次が障害者基本法とか障害者総合支援法という順番なので要するに上位の法律に合わせるような形で、国内法を整えていくという意味以上のものではないと思います。私の理解としては寺澤委員がご懸念されていたようにまた全部ご家族に見てもらって、施設を減らすみたいな乱暴なことにはならないのではないかと楽観はしているのですけれども、どうでしょう。

■寺澤委員
２年前から厚労省と内閣府がお触れを出しているのです。各都道府県に対する、その都道府県がそれを受けて２０２２年の総括所見を受けた国の方針というのが、結局いろんな施設収容系の収容率を毎年何％ずつ減らしていけと、その数値目標立ててどんどん減らしていかなくてはいけない。その減らす分が少なければ翌年に加算してもっと施設から出せという努力をさせているわけですよね。だからそれが単に国際的な体裁を整えるためにとにかく施設から出す、脱施設化は究極的にはいいけれども、それを本当に目指すのであれば社会ケアの資源も充実させてくれというのが僕らの意見なのですね。だから単に府中市も国が言っているから、東京都が言っているからそれに合わせてやればいいというのではなくて、我々は家族あるいは当事者のためを考えた施策を講じていかなくてはいけないので、私はそのためにこの会に出ていると思っているのですけれども、そこはしっかりですね。そういう誤った形での家族依存型のケアに結局しわ寄せする、予算が掛からないからというだけの方向に流れないように、我々はしっかり注意していかなくてはいけないということ、これは今回の計画になるのですけれども一応問題意識だけは表明したくて、ここに整合性を図ると書いているのでどういうふうに皆さん考えていらっしゃるのかなと思って質問しただけです。以上です。

■曽根会長
ありがとうございました。様々なご懸念あると思いますけれども、家族に押し付けて施設を減らすという話にはたぶんならないと私は思っていますけれども、ただ施設の定員を削減するというのは障害福祉計画の中で数値目標としてずっと障害者自立支援法以降、国が示していることではあるのですけれども、ただそれを全部家族に戻すというよりはどちらかというと地域のグループホームできちんと受け皿を作って地域移行しましょうというのが、オーソドックスなイメージだったと思うのですよね。ただここで国連の障害者権利委員会がグループホームも特定の施設だということを言い出してしまったので、ではグループホームも施設なのかという議論にはなってはいるのは間違いないのですけれども、ただ障害者権利委員会の脱施設化ガイドラインを読むと基本パーソナルアシスタンス以外認めないというふうにしか私には読めないのですよね。でもそれはなかなか財源的な裏付けがないと、あと人的資源の裏付けもないとなかなかそんなことは出来ないことではあると思うので、もう少し現実的に考えていくということが必要だと個人的には思っております。だからおそらく家族のところに呼んで戻すとなったら大暴動が起きるでしょうからそんなことは出来ないと私は思いますけれども。でもそういう方向にならないように府中市の計画をしっかりと担っていけたらと思います。他に。恩田委員どうぞ。

■恩田委員
事業所調査の７ページですけれども、問４のところで黒字が３４．５％、それ以外は赤字というところで書いてあって、更にその問６のところで施設が老朽化しているというところがそれなりのパーセントが提示されていますので、これはこの計画云々ということでなくても今のところから細かく利用者の方にヒアリングをしていただいて、１人でサポート出来ることがあるかどうかということをやっていただくことがいいというふうに感じました。

■曽根会長
ありがとうございます。それも計画策定の時に改めてご意見いただけたらと思いますので。ではあと５分になりましたので今日の会議はそろそろ終了にしたいと思うのですけれども、私の都合みたいで大変恐縮なのですけれども。

６．その他

■曽根会長
　ではその他で事務局から説明お願いします。

■事務局
　最後に次回の会議日程についてのお知らせになります。次回が今年度の協議会の最後の回になりまして２月２６日の木曜日午後２時からとなります。場所は今のところ同じ会場を予定しているのですけれども、変更になる可能性もありますので、後日開催通知をお送りした際に改めてご確認いただけたらと思います。本日の会議はこちらで以上になります。

■曽根会長
ありがとうございました。以上で第４回の推進協議会を終了させていただきます。皆さんありがとうございました。髙橋美佳委員、貴重な調査結果をご提供いただいてありがとうございます。
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